
　

毎
月
の
国
民
年
金
保
険
料
は
翌
月
末
ま
で

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

納
付
が
遅
れ
る
と
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
取
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
納
期
限
か
ら
２
年
間
を
経
過
す

る
と
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
納
付
を
口
座
振
替
に
す
る
と
、

納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で
お
得
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
納
付
書
で
一
括
前

納
す
る
と
割
引
さ
れ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
一
括
前
納
を
口
座
振
替
に
す
る

と
割
引
額
が
有
利
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
一

括
前
納
で
な
く
て
も
、
月
々
の
口
座
振
替
を

早
割
（
当
月
保
険
料
の
当
月
引
き
落
と
し
）

に
す
る
と
割
引
が
あ
り
ま
す
の
で
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
は
、｢

口
座
振
替｣

を
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
の
お
申
込
み
は
、
市
役
所
年
金

課
、
社
会
保
険
事
務
所
、
預
貯
金
口
座
を
お

持
ち
の
金
融
機
関
（
郵
便
局
を
含
む
）
の
窓

口
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

口
座
振
替
の
お
申
込
み
に
は
、
基
礎
年
金

番
号
の
記
入
が
必
要
で
す
の
で
、
年
金
手
帳

①
現
金
支
払
い
は
１
ヶ
月
早
く
納
付
し
て
い

た
だ
い
て
も
割
引
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、月
々

の
保
険
料
を
口
座
振
替
の
早
割
で
納
付
す

る
と
年
間
６
０
０
円
（
月
額
50
円
）
の
割

引
に
な
り
ま
す
。

②
早
割
制
度
は
平
成
17
年
４
月
か
ら
開
始
さ

れ
た
制
度
で
す
。
従
来
か
ら
口
座
振
替
で

毎
月
納
付
い
た
だ
い
て
い
る
方
も
早
割
に

変
更
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
た
め
て
申
し

込
み
が
必
要
で
す
。

　

残
高
不
足
で
口
座
か
ら
の
引
き
落
と
し
が

で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
割
引
が
な
く
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。（
毎
月
の
口
座

振
替
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。）

　

１
年
度
分
前
納
（
４
月
〜
翌
年
３
月
分
）

の
口
座
振
替
日
は
４
月
30
日
で
す
。

　

口
座
振
替
で
の
平
成
21
年
度
分
一
年
前
納

（
４
月
か
ら
９
月
の
６
ヶ
月
前
納
も
含
む
）
の

締
切
日
は
、
２
月
末
日
ま
で
で
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
社
会
保
険
事
務
所

又
は
年
金
課
へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
納
付
を

お
得
な
口
座
振
替
に
し
ま
せ
ん
か
？

国
民
年
金
の
納
付
を

お
得
な
口
座
振
替
に
し
ま
せ
ん
か
？

年
金
だ
よ
り

〜
年
金
受
給
額
が
増
や
せ
ま
す
〜 

年金課 
1973-5498

●
一
括
納
付
で
割
引
あ
り

や
納
付
書
等
、
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も

の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
金
融
機
関

届
出
印
の
押
印
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

①
平
成
21
年
度
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申

請
を
希
望
す
る
方
・
ま
た
、
前
年
度
よ
り
免

除
の
継
続
申
請
を
希
望
し
て
い
る
方
は
『
所

得
の
申
告
』
が
お
済
み
で
な
い
と
免
除
の
判

定
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

平
成
21
年
３
月
16
日
（
月
）
ま
で
に
税
の

申
告
を
終
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。（
審
査
対
象

と
な
る
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
分
の
申

告
が
必
要
で
す
）

※
市
・
県
民
税
の
申
告
は
所
得
の
有
無
に
か

か
わ
ら
ず
必
要
で
す
。

②
20
歳
前
か
ら
の
障
害
に
よ
り
障
害
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
所
得
申
告
を
し

て
い
な
い
場
合
は
、
支
給
停
止
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

※
申
告
書
が
送
付
さ
れ
て
こ
な
い
場
合
で
も
、

右
記
の
方
は
必
ず
市
民
税
課
に
申
し
出
を

し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
ま
た
、
所
得
の
申
告
に
必
要
な
「
社
会
保

険
料
控
除
証
明
書
」
を
紛
失
さ
れ
た
方
は
、

コ
ザ
社
会
保
険
事
務
所
へ
再
発
行
を
依
頼

し
て
く
だ
さ
い
。（
市
役
所
年
金
課
で
は
発

行
で
き
ま
せ
ん
。）

●
早
割
制
度

●
一
括
前
納
の
場
合
の
注
意
点

●
申
込
締
切
日

市
役
所
年
金
課
1
９
７
３
｜
５
４
９
８

コ
ザ
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
課　

1
９
３
３
｜
３
４
３
７

　
　
　
　
　
　

1
９
３
３
｜
３
４
３
８

①現金で各月納付すると
　14,410 円× 12 月＝ 172,920 円

②現金で 1 年度分を前納すると
　172,920 円− 169,850 円＝  年間　3,070 円　割引

③口座振替で 1 年度分を前納すると
　172,920 円− 169,300 円＝  年間　3,620 円　割引

④口座振替の各月納付を早割（当月保険料を当月末引落し）にすると
　月々 14,360 円× 12 月＝ 172,320 円（年間　600 円　割引）

⑤ 6 ヵ月分を現金で前納すると ｢700 円｣ の割引（年間割引額 1，400 円）
　口座振替で前納すると ｢980 円｣ の割引！（年間割引額 ｢1,960 円｣）

※平成 20 年度の保険料を基に算定した額です。

今月は口座振
替一括前納の
申込月です。

次
の
方
は
所
得
の
申
告
を

　
　

忘
れ
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
！
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